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〔凡例〕
順：順方向（北→南、東→西）
逆：逆方向（南→北、西→東）

：直流設備
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はじめに：地域間連系線の利用状況

北海道

東京

東北北陸

中部関西中国

四国
九州

↓順 76 / 900
↑逆 24 / 900

↓順 1,594.3 / 1,600
↑逆 1,205.6 / 1,300

←順 200 / 1,400
→逆 69.7 / 1,400

↑順 575 / 300
↓逆 25 / 300

←順 2,576.8 / 300
→逆 503.1 / 2,780

↓順 0 / 5,700
↑逆 5,000 /  650

• 数値はH36年度の空容量 / 運用容量
（MW）。

• 長期方針においては、地域間連系線に
限らず、広域連系系統の全般を対象と
する。

• 運用容量を含む連系線の情報は、系統
情報公表サイトで閲覧可能。

←順 1,887.5 / 1,200
→逆 1,012.4 / 2,500

←順 3,350 / 2,700
→逆 1,300 / 4,000

↓順 324.2 / 1,200
↑逆 1,145.7 / 1,200

60Hz
50Hz

←順 700 / 2,100
→逆 0 / 2,100

増強分（300MW）の
空容量は含まず

増強分
（900MW）

の空容量
は含まず

増強中（300MW）

・北斗変換所～今別変換所
・H31年3月運開予定

計画策定プロセス開始
（H27.4.15）

計画策定プロセス開始
（H27.4.22）

増強中（900MW）

・直流幹線新設
・H32年度運開予定増強中（２ルート化）

・関ケ原開閉所～北近江開閉所
・運開時期未定
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（第８回制度設計ＷＧ資料５－５）
はじめに：広域系統長期方針の位置づけ
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業務規程（第２９条）記載内容
 広域運用の観点から、全国大での広域連系系統（※）の整備及び更新に関する

方向性を整理したもの。
 状況変化を適切に反映できるよう定期的に見直しを行う。

※広域連系系統の定義（定款第34条第5項第3号）

 地域間連系線（一般電気事業者の供給区域間を常時接続する２５０ｋＶ以上の
送電線及び交直変換設備をいう。）

 地内基幹送電線（使用電圧が２５０ｋＶ以上のもの、又は最上位電圧から２階
級（供給区域内の最上位電圧が２５０ｋＶ未満のときは最上位電圧のみ）のもの

送配電等業務指針（第１７条）記載内容
 国の審議会等における審議、策定済みの広域系統整備計画、本機関による電力

系統に関する調査・分析の結果等を踏まえる。
 １０年を超える期間を見通した検討を行う。
 我が国全体の電力系統のあるべき姿及びその実現に向けた考え方を示す。

送配電等業務指針（第１９条）記載内容
 策定又は見直後、５年毎に定期的に見直しを行う。
 見直しが必要であると判断したときには、その都度見直しを行う。

はじめに：広域系統長期方針とは（定款・業務規程・送配電等業務指針の抜粋）
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Ⅰ．広域系統長期方針の全体イメージ

既存の将来計画（＝供給計画（10か年）
 需要想定
 設備（発送変）の新増設および廃止

電力需給および流通設備の現状
 需要、電源
 送変電設備の状況（経年情報含む）
 広域連系系統の利用・運用状況 等々

広域連系系統の果たすべき機能の充実
（安定性向上、経済合理的な電源の利用、予備力の適正な配置、スケールメリット、広域周波数調整 等々）

10年を超える将来を見通し、我が国全体の広域連系系統のあるべき姿を描く

政策方針および社会的要請
 エネルギーミックス
 再エネ導入目標
 広域メリットオーダー
 大規模災害対応

 安定供給
 新たな電力供給形態（DR、ネガワット取引）

 市場活性化
 低廉な電気料金 等々

実現に向けた考え方
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 広域機関にとって

 政策方針および社会的要請を踏まえた諸計画の立案にあたっての前提

 計画策定プロセス開始要件の抽出、計画策定プロセスにおける費用対

効果を意識した増強規模の設定

 供給計画の取りまとめの基礎

 確保すべき供給予備率や調整力・マージンの検討における前提

 送配電事業者にとって

 個別の流通設備計画の策定における前提

 系統利用者にとって

 事業計画策定にあたっての参考（発電設備投資等）

 需要家にとって

 事業計画策定にあたっての参考（供給信頼度等）

（１）長期方針策定の目的（イメージのご確認）

関連ステークホルダーの視点から、例えば以下の目的を想定して長期

方針を策定する。



項目（指針記載事項） イメージ

ア 我が国全体における将来の電気の需給に
関する事項（基本的な考え方）

１０年を超える期間の需要想定及び供給力確保に関する長
期的な方向性を検討し、基本的な考え方を示す。

留
意
事
項

(ア)前年度までの電気の需給の状況 検討のスタート地点となる、過去の需給バランスや需給ひっ
迫の実績を調査・分析する。

(イ)社会的又は経済的事情の変動を

踏まえた電気の需給の見通し
電力需給に影響する可能性のある事項を調査し、将来想定
にあたっての考慮事項を抽出する。

(ウ)一般電気事業者の供給区域の特

性
（ア）（イ）に関する供給区域毎の特性を調査・分析し、将来想
定される需給の見通しに反映する事項を抽出する。

イ 我が国全体における将来の広域連系系
統のあり方に関する事項（基本的な考え方）

１０年を超える期間の広域連系系統に関する長期的な課題
を検討し、基本的な考え方を示す。

留
意
事
項

(ア)広域的な電力取引の環境整備の
見通し

広域的取引の環境整備状況を示す指標の過去の実績及び
今後の見通しを調査・分析する。

(イ)大規模事故、災害等の発生時の
供給信頼度

稀頻度事象発生時の供給信頼度のあり方を整理する。

(ウ)一般電気事業者の供給区域の特
性

需給に関する地域特性の分析を踏まえ、将来想定される広
域連系系統の設備形成に反映する事項を抽出する。

(エ)流通設備の経年情報、技術開発
の進展その他の技術的情報

広域連系系統の整備計画立案時に踏まえるべき事項、設備
の経年情報や今後の技術開発等を整理する。

三 その他広域連系系統の整備及び更新
の方向性に関する事項

その他、国の審議会や社会要請を踏まえ、個別の課題につ
いて検討を行う。

広域系統長期方針の記載事項（案：送配電等業務指針規定内容）
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 前述の目的および記載事項のイメージを踏まえ、まずは広域系統長

期方針としてどのようなものを策定するか、骨格を定める（次回～

次々回委員会での収束を目指し、集中的にご議論いただきたい）。

 並行して、広域連系系統における現状や内在する課題の把握に向け

た各種調査を進める。

 各種調査により得た情報を基に将来考慮すべき様々な事項を類推し、

国の政策方針も反映した複数のシナリオを設定する。

 上記シナリオを踏まえ、広域連系系統としてのあるべき姿の具体化に

向け、評価と対策の方向性をまとめる。

 上記検討にあたっては、調整力・マージン委員会の議論と協調する必

要があるため、適宜連携を図る。

（２）本日ご議論いただきたい事項

本年度の取り組みにあたって、以下の進め方としてはどうか。



（３）その他ご意見をいただきたい事項（当面の作業について）

策定すべき内容の議論と並行して先行的に検討すべき事項として、以下
の作業から着手することで良いか。

(a) 各種公開情報の収集・整理

 国の審議会における議論

 需給の実績および見通し

 各社供給計画のレビュー 等

(b) 事業者へ聞き取り確認の必要な事項のリストアップ

(c) 諸外国における長期方針の目的設定、進め方等の調査

(d) 上記(a)、 (b) 、(c) を踏まえた、広域連系系統を取り巻く環境の更なる
整理
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9収集すべき情報の例（国の審議会等）

国の審議会等（政策方針、審議会その他） 長期方針策定に関係する可能性のある審議内容

総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会 基本政策分科会（H25.7～） ・エネルギー基本計画（H26.4）

長期エネルギー需給見通し小委員会（H27.1～） ・エネルギー需要見通しの枠組み

発電コスト検証ワーキンググループ（H27.2～） ・各電源の発電コスト試算
・再生可能エネルギー導入に伴う 系統安定化費用の考え方
（連系線等の増強費用含む）

電力システム改革小委員会 ・設備形成ルール（整備計画策定手続き、受益と費用負担等）
・調整力確保の考え方、必要なラインナップ、量、費用

制度設計ワーキンググループ（H25.8～）

電力需給検証小委員会
（H25.10～適宜開催。10月、4月に報告書）

・需要面、供給面の想定の考え方

総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会 省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ分科会

省エネルギー小委員会（H25.11～） ・定量的な省エネ量の試算

新エネルギー小委員会（H26.6～） ・太陽光発電、風力発電の導入状況
・連系可能量、出力制御の見通し

系統ワーキンググループ（H26.10～）

産業構造審議会 保安分科会 ・電気設備等に影響を及ぼす自然災害等
・南海トラフ巨大地震・津波及び首都直下地震・津波に関する
評価
・水力発電所に関する評価
・その他（集中豪雨、暴風、火山噴火、磁気嵐）

電力安全小委員会

電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（H26.1～H26.6中間報告書）

総合資源エネルギー調査会 総合部会（H25.6以前）
地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会
（H24.2～H24.4中間報告書）

・地域間連系線（ＦＣ、北本、相馬双葉）等の強化に関する
ロードマップ

国の政策方針、総合資源調査会令に基づく審議会その他の本機関の業務に関連する検討を行う会議等（「国の
審議会等」）における審議のうち、電力系統を検討するうえでの前提条件に係る下記議論について整理を行う。



（４）広域系統長期方針の策定スケジュール（案）
10

検討事項
H27 年度

4月 5月 6月 7月～9月 10月～12月 H28/1月～3月

広域系統整備委員会

策定内容の確認

必要な各種情報の収集

あるべき姿の検討

実現に向けた考え方の
取り纏め

関連事項

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

前提となる実績、広域連系系統の果たす役割等の整理

原案作成

※会員（電気事
業者）の意見を
踏まえる

供計▽
取りまとめ

政策方針、社会的要請の調査

意見聴取・
反映

プロセス▽
指標確認

プロセス▽
指標確認

プロセス▽
指標確認

※提起案件
は都度確認

※必要に応じ事業者への聴取、諸外国の状況調査を行う

プロセス▽
指標確認
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【業務規程】

（広域系統長期方針）
第２９条 本機関は、広域運用の観点から、全国大での広域連系系統の整備及び更新に関する方向性を整理

した長期方針（以下「広域系統長期方針」という。）を策定し公表する。また、広域系統長期方針については、
状況変化を適切に反映できるよう定期的に見直しを行う。

２ 本機関は、広域系統長期方針の策定及び見直しに当たり、専門的な知見を有する有識者及び需要家等も
含む委員会（以下「広域系統整備委員会」という。）を設置し、設備の経年情報等を踏まえた検討を行う。

【送配電等業務指針】

第５章 設備形成
第１節 広域系統長期方針

（広域系統長期方針）
第１７条 広域系統長期方針の策定においては、国の政策方針、総合資源エネルギー調査会令に基づく審議

会等（以下「国の審議会等」という。）における審議、策定済みの広域系統整備計画、本機関による電力系
統に関する調査・分析の結果等を踏まえ、１０年を超える期間を見通した検討を行い、我が国全体の電力系
統のあるべき姿及びその実現に向けた考え方を示すものとする。

２ 広域系統長期方針の策定に際しては、電気事業者の意見や本機関の業務に関係がある海外諸国の機関
との意見交換等を通じて得た知見を踏まえるものとする。

３ 広域系統長期方針は、会員から意見を聴取する等の透明性のあるプロセスを経た上で策定し、その内容
を直ちに公表するものとする。

（参考）業務規程・送配電業務指針記載事項への対応
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【送配電等業務指針】

（広域系統長期方針の記載事項）
第１８条 広域系統長期方針においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一 広域連系系統の整備に関する基本的な考え方
ア 我が国全体における将来の電気の需給に関する事項
イ 我が国全体における将来の広域連系系統のあり方に関する事項

二 広域連系系統の整備の基本的な考え方の検討に係る留意事項
ア 前号アの検討に際しての留意事項

（ア）前年度までの電気の需給の状況
（イ）社会的又は経済的事情の変動を踏まえた電気の需給の見通し
（ウ）一般電気事業者の供給区域の特性

イ 前号イの検討に際しての留意事項
（ア）広域的な電力取引の環境整備の見通し
（イ）大規模事故、災害等の発生時における供給信頼度
（ウ）一般電気事業者の供給区域の特性
（エ）流通設備の経年情報、技術開発の進展その他の技術的情報

三 その他広域連系系統の整備及び更新の方向性に関する事項

（広域系統長期方針の見直し）
第１９条 広域系統長期方針は、策定又は見直後、５年毎に定期的に見直しを行う。
２ 本機関は、次の各号に掲げる場合において、広域系統長期方針の見直しの必要性について検討を行い、

見直しが必要であると判断したときには、その都度見直しを行う。
一 エネルギー政策基本法に基づくエネルギー基本計画その他の広域系統長期方針に影響を与える国の

政策方針が決定又は見直された場合
二 本機関が、業務規程第４章に基づき、会員の供給計画をとりまとめ、公表した場合
三 その他広域系統長期方針の前提条件が大きく変化したと本機関が認めた場合



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（再生可能エネルギー導入拡大）
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（第３回制度設計WG資料４－４）



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（再生可能エネルギー導入拡大）
14

（第３回制度設計WG資料４－４）



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（市場活性化・広域メリットオーダー）
15

（第３回制度設計WG資料４－２）



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（市場活性化・広域メリットオーダー）
16

（第５回制度設計WG資料４－３）



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（市場活性化・広域メリットオーダー）
17

（第５回制度設計WG資料４－３）



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（ネガワット取引）
18

（第９回制度設計WG資料５－５）



（参考）長期方針策定にあたり考慮すべき事項（ネガワット取引）
19

（第９回制度設計WG資料５－５）


